[bookmark: _GoBack]滋賀県未来投資総合補助金（第３弾）申請に係る滋賀県税に関する誓約書　兼　調査に関する同意書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
（宛名）
滋賀県未来投資総合補助金事務局長　宛て


１　申請者は、以下のことを誓約します。
（１）滋賀県税（個人県民税および地方消費税を除く。）およびこれに付随する延滞金等に滞納がないこと。
（２）上記（１）が事実と相違し、滋賀県未来投資総合補助金（第３弾）の交付申請資格を有すると認められず、申請受付が取り消されても異議のないこと。
２　上記１（１）の確認のため、以下のことに同意します。
全ての滋賀県税（個人県民税および地方消費税を除く。）およびこれに付随する延滞金等の納付または納入の状況に関して、滋賀県の税務担当職員が滋賀県未来投資総合補助金（第３弾）に関わる県職員および事務局職員に対して、滋賀県税の完納情報の提供を行うこと。

【申請者】
	住　　　　所
（法人本社所在地）
	

	
	【個人で注意事項に該当する場合】

	フ リ ガ ナ
	

	氏　　　　名
（法　人　名）
	

	電 話 番 号
	



【注意事項】
＊法人の場合
法人登記簿に記載の本社所在地、法人名称を御記入ください。
＊個人の場合
確定申告に記載している事業所の住所が、住民票の住所と異なる場合は、両方御記入ください。
＊この同意書が提出された時点で滋賀県税を納付書等により完納していたとしても、納税が確認できるまでに、１週間から２週間程度の時間差が生じる場合があります。補助金申請直前に完納した場合は、本同意書ではなく、県税事務所にて「滋賀県税に未納がないことを証する納税証明書」を取得して提出してください。
